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３．本件特許の請求項１と審決の認定 

 

 設定登録Ａ 前判決時Ｂ（Ａとの違いをアンダーライン） 本件訴訟時Ｃ（Ｂとの違いをアンダーライン） 

請

求

項 

１ 

吊支ロープを連結する上部フレームに

上シーブを軸支し、左右一対のシェルを

回動自在に軸支する下部フレームに下

シーブを軸支するとともに、左右２本の

タイロッドの下端部をそれぞれシェル

に、上端部をそれぞれ上部フレームに回

動自在に軸支し、上シーブと下シーブと

の間に開閉ロープを掛け回してシェル

を開閉可能にしたグラブバケットにお

いて、 

 

シェルを爪無しの平底幅広構成とする

とともに、シェルを軸支するタイロッド

の軸心間の距離を１００とした場合、シ

ェルの幅内寸の距離を６０以上とし、か

つ、側面視においてシェルの両端部がタ

イロッドの外方に張り出していること

を特徴とする平底幅広浚渫用グラブバ

ケット。 

 

吊支ロープを連結する上部フレームに上シ

ーブを軸支し，左右一対のシェルを回動自

在に軸支する下部フレームに下シーブを軸

支するとともに，左右２本のタイロッドの

下端部をそれぞれシェルに，上端部をそれ

ぞれ上部フレームに回動自在に軸支し，上

シーブと下シーブとの間に開閉ロープを掛

け回してシェルを開閉可能にしたグラブバ

ケットにおいて，／ 

 

シェルを爪無しの平底幅広構成とし，シェ

ルの上部にシェルカバーを密接配置すると

ともに，シェルを軸支するタイロッドの軸

心間の距離を１００とした場合，シェルの

幅内寸の距離を６０以上とし，かつ，側面

視においてシェルの両端部がタイロッド及

び下部フレーム並びに下部フレームとシェ

ルを軸支する軸の外方に張り出しているこ

とを特徴とする平底幅広浚渫用グラブバケ

ット。 

吊支ロープを連結する上部フレーム３に上シーブ６を軸支し，側面視

において両側２ケ所で左右一対のシェル１，１を回動自在に軸支する

下部フレーム２に下シーブ７を軸支するとともに，左右２本のタイロ

ッド４、４の下端部をそれぞれシェル１に，上端部をそれぞれ上部フ

レーム３に回動自在に軸支し，上シーブ６と下シーブ７との間に開閉

ロープ８を掛け回してシェル１，１を開閉可能にしたグラブバケット

において，／ 

 

シェル１，１を爪無しの平底幅広構成とし，シェル１、１の上部にシ

ェルカバー１２を密接配置するとともに，前記シェルカバー１２の一

部に空気抜き孔を形成し，該空気抜き孔に，シェル１、１を左右に広

げたまま水中を降下する際には上方に開いて水が上方に抜けるととも

に，シェル１，１が掴み物を所定容量以上に掴んだ場合にも内圧の上

昇に伴って上方に開き，グラブバケットの水中での移動時には，外圧

によって閉じられる開閉式のゴム蓋１７を有する蓋体１６を取り付

け，正面視におけるシェル１，１を軸支するタイロッド４、４の軸心

間の距離を１００とした場合，側面視におけるシェル１、１の幅内寸

の距離を６０以上とし，かつ，側面視においてシェル１，１の両端部

がタイロッド４、４の外方に張り出すとともに，側面視においてシェ

ル１，１の両端部が下部フレーム２の外方に張り出し，更に，側面視

においてシェル１、１の両端部が下部フレーム２とシェル１、１を軸

支する軸２０？の外方に張り出してなり，薄層ヘドロ浚渫工事に使用

することを特徴とする平底幅広浚渫用グラブバケット（なお，前記正

面視はシェルと下部フレームを軸支する軸の軸心方向から視たもので

あり，前記側面視はシェルと下部フレームを軸支する軸を軸心方向の

側方から視たものとする）。 
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審決の認定 

引用例１との対比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【請求項１】 吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブ

を軸支し，側面視において両側２ケ所で左右一対のシェルを回

動自在に軸支する下部フレームに下シーブを軸支するととも

に，左右２本のタイロッドの下端部をそれぞれシェルに，上端

部をそれぞれ上部フレームに回動自在に軸支し，上シーブと下

シーブとの間に開閉ロープを掛け回してシェルを開閉可能に

したグラブバケットにおいて，／ 

シェルを爪無しの平底幅広構成とし，シェルの上部にシェルカ

バーを密接配置するとともに，前記シェルカバーの一部に空気

抜き孔を形成し，該空気抜き孔に，シェルを左右に広げたまま

水中を降下する際には上方に開いて水が上方に抜けるととも

に，シェルが掴み物を所定容量以上に掴んだ場合にも内圧の上

昇に伴って上方に開き，グラブバケットの水中での移動時に

は，外圧によって閉じられる開閉式のゴム蓋を有する蓋体を取

り付け， 

正面視におけるシェルを軸支するタイロッドの軸心間の距離

を１００とした場合，側面視におけるシェルの幅内寸の距離を

６０以上とし，かつ， 

側面視においてシェルの両端部がタイロッドの外方に張り出

すとともに，側面視においてシェルの両端部が下部フレームの

外方に張り出し，更に，側面視においてシェルの両端部が下部

フレームとシェルを軸支する軸の外方に張り出してなり， 

薄層ヘドロ浚渫工事に使用することを特徴とする平底幅広浚

渫用グラブバケット 

（なお，前記正面視はシェルと下部フレームを軸支する軸の軸

心方向から視たものであり，前記側面視はシェルと下部フレー

ムを軸支する軸を軸心方向の側方から視たものとする）。 

引用例１との一致点： 

吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブを軸支し，側面視におい

て両側２ヶ所で左右一対のシェルを回動自在に軸支する下部フレーム

に下シーブを軸支するとともに，左右２本のタイロッドの下端部をそれ

ぞれシェルに，上端部をそれぞれ上部フレームに連結し，上シーブと下

シーブとの間に開閉ロープを掛け回してシェルを開閉可能にしたグラ

ブバケットにおいて，／シェルを爪無しの平底構成とした／平底浚渫用

グラブバケットである点 

相違点１ 

相違点６ ◎相違点２ 

相違点３ 

相違点４ 

相違点７ 

相違点５ 

引用発明１においては，そのように構成されているか否

か不明である 

引用発明１においては，そのように構成されているか否か

不明である点 

引用発明１においては，側面視においてシェル部１Ａ，１

Ｂの両端部が下部フレーム２の外方に張り出しているも

のの，「側面視においてシェル部１Ａ，１Ｂの両端部が連

結杆４Ａ，４Ｂ（本件発明における「タイロッド」に相当

する。）の外方に張り出すとともに，更に，側面視におい

てシェル部１Ａ，１Ｂの両端部が下部フレーム２とシェル

部１Ａ，１Ｂを軸支する軸の外方に張り出している」か否

か不明である点 

本件審決は，引用発明１に，周知技術２及び３並びに引用発明３を

適用して相違点２に係る本件発明の発明特定事項とすることは，当

業者であれば容易に想到し得た p20 

本件審決は，引用発明１において，前記第２の３⑵ウのとおりの引用

発明２－２及び前記第２の３⑵オのとおりの引用発明４を適用して

相違点３に係る本件発明の発明特定事項とすることは，当業者であれ

ば容易に想到し得た p20 

本件審決は，引用発明１において，引用発明２－１及び４の構成を適用して

相違点４に係る本件発明の発明特定事項とすることは，当業者であれば容易

に想到し得た p22 

争われなかった 

相違点 
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審決の認定 

引用例５との対比 

 

 

 

 

 

 

【請求項１】 吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブ

を軸支し，側面視において両側２ケ所で左右一対のシェルを回

動自在に軸支する下部フレームに下シーブを軸支するととも

に，左右２本のタイロッドの下端部をそれぞれシェルに，上端

部をそれぞれ上部フレームに回動自在に軸支し，上シーブと下

シーブとの間に開閉ロープを掛け回してシェルを開閉可能に

したグラブバケットにおいて，／ 

シェルを爪無しの平底幅広構成とし，シェルの上部にシェルカ

バーを密接配置するとともに，前記シェルカバーの一部に空気

抜き孔を形成し，該空気抜き孔に，シェルを左右に広げたまま

水中を降下する際には上方に開いて水が上方に抜けるととも

に，シェルが掴み物を所定容量以上に掴んだ場合にも内圧の上

昇に伴って上方に開き，グラブバケットの水中での移動時に

は，外圧によって閉じられる開閉式のゴム蓋を有する蓋体を取

り付け，正面視におけるシェルを軸支するタイロッドの軸心間

の距離を１００とした場合，側面視におけるシェルの幅内寸の

距離を６０以上とし，かつ，側面視においてシェルの両端部が

タイロッドの外方に張り出すとともに，側面視においてシェル

の両端部が下部フレームの外方に張り出し，更に，側面視にお

いてシェルの両端部が下部フレームとシェルを軸支する軸の

外方に張り出してなり，薄層ヘドロ浚渫工事に使用することを

特徴とする平底幅広浚渫用グラブバケット（なお，前記正面視

はシェルと下部フレームを軸支する軸の軸心方向から視たも

のであり，前記側面視はシェルと下部フレームを軸支する軸を

軸心方向の側方から視たものとする）。 

引用例５との一致点： 

吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブを軸支し，側面視におい

て両側２ヶ所で左右一対のシェルを回動自在に軸支する下部フレーム

に下シーブを軸支するとともに，左右２本のタイロッドの下端部をそれ

ぞれシェルに，上端部をそれぞれ上部フレームに回動自在に軸支し，上

シーブと下シーブとの間に開閉ロープを掛け回してシェルを開閉可能

にしたグラブバケットにおいて，／シェルを爪無しの平底構成とし，シ

ェルの上部にシェルの上部の面を構成する部材を配置するヘドロ浚渫 

工事に使用する平底浚渫用グラブバケットである点 

相違点９ 

相違点１０ 

◎相違点８ 引用発明５においては，「バケット４，５の上部にバケ

ット４，５の上部の面を構成するとともに，バケット４，

５を箱型に構成する部材を配置する」点 

引用発明５においては，そのように構成されているか否

か不明である点 

引用発明５においては，側面視において左右バケット４，

５の両端部が左右アーム２，３（本件発明における「タ

イロッド」に相当する。）の外方に張り出しているものの，

側面視において左右バケット４，５の両端部が滑車機構

９（本件発明における「下部フレーム」に相当する。）の

外方に張り出しているとともに，更に，側面視において

左右バケット４，５の両端部が滑車機構９と左右バケッ

ト４，５を軸支する軸の外方に張り出しているか否か不

明である点 

相違点１３ 

相違点１１ 

相違点１２ 

審決は相違点２と同じ認定 

審決は相違点３と同じ認定 

審決は相違点４と同じ認定 

争われなかった 

相違点 


